
第98回鹿児島県公益認定等審議会の審議結果の概要

１ 日 時

令和３年３月２日（火）午後２時～４時10分

２ 場 所

鹿児島県庁 行政庁舎７階 ７－総－１会議室（Web会議）

３ 出席者の氏名

⑴ 委員

采女博文委員（会長），福元紳一委員，松枝千鶴委員，宇都由美子委員，鳥丸聡委員

⑵ 事務局

学事法制課，雇用労政課，消防保安課，総務福利課

４ 審議対象法人（出席者）

一般財団法人鹿屋市勤労者サービスセンター（理事１名，事務局１名）

一般社団法人鹿児島県ＬＰガス協会（専務理事１名）

公益社団法人霧島市シルバー人材センター（常務理事１名，事務局２名）

一般財団法人鹿児島市スポーツ振興協会（常務理事１名，事務局１名）

公益財団法人清川秋夫育英奨学財団（事務局２名）

５ 報告対象法人（出席者）

公益財団法人宇検村振興育英財団（常務理事１名，事務局１名）

６ 議事

議事１ 審議会の公開・非公開について

議事２ 諮問案件の審議について

⑴ 継続審議案件について（１件）

・ 一般財団法人 鹿屋市勤労者サービスセンター

⑵ 変更認可審議案件について（１件）

・ 一般社団法人鹿児島県ＬＰガス協会

⑶ 変更認定審議案件について（１件）

・ 公益社団法人霧島市シルバー人材センター

⑷ 公益認定審議案件について（１件）

・ 一般財団法人鹿児島市スポーツ振興協会

⑸ 変更認定審議案件について（１件）

・ 公益財団法人清川秋夫育英奨学財団



議事３ 報告事項について

⑴ 報告徴収案件について（１件）

・ 公益財団法人 宇検村振興育英財団

⑵ 立入検査実施状況（令和２年度上半期分）

７ 議事要旨及び議決事項

議事１ 審議会の公開・非公開について

個人情報等の不開示事項の審議が必要となった場合は，委員に諮った上で非公開とする旨

の議決がなされた。

議事２ 諮問案件の審議について

⑴ 継続審議案件について（１件）

議長が，申請法人に説明を求め，申請法人から，申請の概要について説明がなされた

後，質疑が行われた。

⑵ 変更認可審議案件について（１件）

議長が，申請法人に説明を求め，申請法人から，申請の概要について説明がなされた

後，質疑が行われた。

⑶ 変更認定審議案件について（１件）

議長が，申請法人に説明を求め，申請法人から，申請の概要について説明がなされた

後，質疑が行われた。

⑷ 公益認定審議案件について（１件）

議長が，申請法人に説明を求め，申請法人から，申請の概要について説明がなされた

後，質疑が行われた。

質疑終了後，⑴から⑷までの審議案件について，次回に継続して審議する案件はない

旨の議決がなされた。

議長が各審議案件の答申案について事務局に説明を求め，その後，委員に諮ったとこ

ろ，委員全員一致で答申案のとおり変更認可基準及び公益認定基準に適合すると認める

旨の議決がなされた。

⑸ 変更認定審議案件について（１件）

議長が，申請法人に説明を求め，申請法人から，申請の概要について説明がなされた

後，質疑が行われた。

なお，「公益認定等に係る審議の中立性・公平性の確保について（平成23年６月14日

鹿児島県公益認定等審議会決定第１号）」に基づき，清川秋夫育英奨学財団の審議及び

議決の回避に係る福元委員からの申出が承認され，同法人の審議の間，同委員は退室し

た。

質疑終了後，当該審議案件について，次回に継続して審議する案件はない旨の議決が

なされた。

議長が，清川秋夫育英奨学財団の答申案について事務局に説明を求め，その後，委員

に諮ったところ，委員全員一致で答申案のとおり公益認定基準に適合すると認める旨の

議決がなされた。



議事３ 報告事項について

⑴ 報告徴収案件について（１件）

ア 公益財団法人 宇検村振興育英財団

議長が，審議会からの報告要求に基づき法人に報告を求め，法人から，決算書類と

法人財産（通帳残高）の相違について，決算書類等の確認の結果，相違がなくなった

こと，貸付先の実在性の確認状況について報告がなされた。

また，今後は，当法人を解散し，宇検村が奨学金事業等を実施していく旨の報告が

なされた。

次に，議長が，法人の報告について所管課に意見を求め，所管課から，報告法人に

ついては，貸付先の実在性の確認が完了するまで，随時報告を求めるとの意見が出さ

れた後，質疑が行われた。

⑵ 立入検査実施状況（令和２年度上半期分）

令和２年度上半期分の公益法人への立入検査実施状況について，監督措置が必要と認

められる法人はなかったものの，法人の運営状況等に関し立入検査時に適正な運営を確

保するために必要な指摘を行い，改善を指導したことを事務局が報告した。


